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諮問庁：総務大臣 

諮問日：平成２６年８月１４日（平成２６年（行個）諮問第７９号） 

答申日：平成２８年７月１９日（平成２８年度（行個）答申第６９号） 

事件名：年金記録確認鹿児島地方第三者委員会が保有する本人に係る保有個人

情報の一部訂正決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   別表１及び別表２に掲げる文書１ないし文書３に記録された保有個人情

報（以下「本件対象保有個人情報」という。）の訂正請求につき，その一

部を訂正し，その余の部分を不訂正とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）２７条１項の規定に基づく本件対象保有個人情

報の訂正請求に対し，平成２６年４月１５日付け鹿児総第８号により鹿児

島行政評価事務所長（以下「処分庁」という。）が行った一部訂正決定

（以下「原処分」という。）について，不服があるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

 （１）審査請求書 

    通知，訂正の理由，訂正しないについて不服があります。①特定会

社，事実に基づいて訂正（追加，削除など）すべきである。第三者委員

会は，「推測でお答えする事はできません」と答えていた。今回の訂正

文書では推認されるため「特定時前後」と訂正した。どこから特定時前

後が出てきたのか。単なる文書偽造である。「元同僚」と記載したとい

う事実により，審議結果を少なくとも左右しました。第三者委員会委員

は，「他の申立人にも，このように「元同僚」としています」と発言さ

れました。申立事業所における元社会保険事務担当者は，申立人の氏名

を覚えていないと回答していますが，当たり前です。私もその方を知り

ません。何故，席上配布，審議後回収なのか，わかりません。単に訂正

しましたでは困ります。②熊本地方貯金局についても①と同じ理由で

す。私が勤めた事業所は，熊本地方貯金局（熊本市花畑町）ではなく，

当時の事業所名称が，郵政省九州郵政局（熊本市城東町１－１）（地下

又は下の方に床屋があった。大分県，宮崎県の定期預金，定額預金の集
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計事務）だったはずです。③事実に基づき説明すべきです。どうみて

も，千葉県特定市→東京都特定区が欠けているのは，非常に不自然であ

る。何の為に同意なしに戸籍などを取得されたか不可解である。「厚生

労働省の記録」となっている？「雇用保険の記録」ではなく「失業保険

の記録」ではありませんか。「席上配布，審議後回収」この上の方の表

は，ほとんど無意味である。年金手帳の記号，頭２桁は２１（東京

都），失業保険証の記号，頭２桁は１３（東京都）である。④事実に基

づいて，説明，訂正すべきである。多数の職歴審査照会回答票（個人情

報）が開示された。３人の被保険者が記録されているが，「元事業主」

の特定個人様ものっております。 

    鹿児島行政評価事務所の保有個人情報の訂正をする旨の決定について

（通知）について，記載されたことについて 

    訂正請求者の趣旨及び理由を載せた上で，決定の通知を出すべきと考

えます。評価事務所の都合の良い書き方，表現になっていて，事実がわ

かりません。２つの事業所のヒアリングの日付，時間が重複している事

が問題であるので，「重複」を表示して下さいとお願いしたところ，「は

い」との答えでした。その後，二転三転した結果，総務省（かすみがせ

き），小石川の方から「それは，まずい」と言われたので，「重複」は入

れませんとのこと。鹿児島行政評価事務所の特定個人は，隠ぺいされた

に等しいと私は考えます。総務省にとって都合の悪い事は，ほとんど残

らないのです。 

    このような事では，第三者委員会への申立から始まり，訂正請求，利

用停止請求，不服申立まで，私は不利益を受けます。「それはまずい」

というような指導はやめて下さいませ。「表現」という熟語が６回使わ

れていますが，「事実」と違います。 

 （２）意見書 

    審査請求人から，平成２６年９月１１日に意見書が当審査会宛て提出

された（諮問庁の閲覧に供することは適当でない旨の意見が審査請求人

から提出されていることから，その内容は記載しない。）。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

   審査請求人である開示請求者が法１２条の規定に基づき，平成２６年１

月２４日付けで行った「年金記録に係る確認申立て（鹿児島厚生年金苦情

案件８５６）に関して収集・作成した書類，資料，事業所・個人などの回

答書，他からの情報，年金記録確認鹿児島地方第三者委員会が自ら作成し

た文書」を請求内容とする保有個人情報開示請求に対し，処分庁は，同年

２月２０日付け鹿児総第２号により部分開示決定を行った。 

   本件審査請求は，開示された保有個人情報の一部が事実と異なるとして，
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法２８条１項の規定に基づき，平成２６年３月２０日付けで行われた保有

個人情報の訂正請求に対し，処分庁が同年４月１５日付け鹿児総第８号に

より行った原処分を不服として，同年５月１９日付けをもって行われたも

のである。 

 ２ 本件審査請求の対象となる保有個人情報 

   本件審査請求の対象となる保有個人情報は，原処分の対象である以下の

３件である。 

（１）「年金記録の確認に関する補足確認・照会等の結果」のヒアリング日

時 

 （２）「個票」における申立人の「住所地の変遷」 

 （３）「年金記録に係る確認申立てについて（通知）」における「オンライン

記録に掲載されている申立事業所における全被保険者３人（元事業主を

除く。）」という表現 

 ３ 審査請求の理由 

   審査請求人は，原処分に関し，事実に基づき訂正すべきであるとして審

査請求を行ったものである。 

 ４ 諮問庁の意見 

 （１）年金記録確認第三者委員会について 

    年金記録確認第三者委員会（以下「第三者委員会」という。）は，国

民生活に直結する切実かつ深刻な問題である，いわゆる年金記録問題に

関し，国民の立場に立って，公正な判断を示すため設置された機関であ

り，年金記録の確認について，国（厚生労働省）側に年金記録がなく，

申立人も領収書等の物的証拠を持っていないといった事案について，国

民の立場に立って，申立内容を十分に汲み取り，様々な関連資料を検討

し，年金記録の訂正に関し公正な判断を示すことを任務としている。こ

のため，年金記録の訂正の判断基準は，申立内容が，社会通念に照らし

「明らかに不合理ではなく，一応確からしいこと」とされており，肯定

的な関連資料及び周辺事情がない場合においても，申立人の申立内容等

に基づき，総合的に判断することとされている。 

    この判断に当たっては，厚生年金に関する申立ての場合，元同僚等か

ら，申立人の勤務実態及び厚生年金への加入状況，申立期間当時の従業

員の勤務実態（勤務形態，雇用区分，常勤者数等），給与の支給実態等

について確認を行うなど，元同僚等からの回答・証言などの協力が欠か

せないものとなっている。 

 （２）本件対象保有個人情報の法２９条該当性について 

   ア 上記２（１）について 

     訂正請求の対象となった開示文書のｐ３３７，ｐ３４９，ｐ３５９

及びｐ３６０は，年金記録確認鹿児島地方第三者委員会（以下「鹿
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児島地方第三者委員会」という。）の審議資料として，申立人が勤務

していたと主張する事業所に勤務していた者等に，当時の状況等に

ついてヒアリングを行った結果をそれぞれ記載したものである「年

金記録の確認に関する補足確認・照会等の結果」の一部である。 

     処分庁は，審査請求人からの訂正請求を受けて，訂正請求の対象と

なった開示文書のヒアリング日時を確認したところ，同一の調査員

が４人に個別にヒアリングを行ったにもかかわらず，ｐ３３７及び

ｐ３４９にはいずれも「特定年月日ａ 特定時分ａ～特定時分ｂ」，

ｐ３５９及びｐ３６０にはいずれも「特定年月日ｂ 特定時分ｃ～

特定時分ｄ」と同一の日時が記載されていた。処分庁が当時の担当

者に確認する等したところ，これらの時間帯にヒアリングの相手方

に電話したことは間違いないが，全体の状況から応答に必要とする

時間等が必ずしも正確とはいえず，いずれも特定時前後にヒアリン

グを行ったことは推認されるが，当時の正確なヒアリング日時を記

録したメモ等は残っておらず，正確な時間は不明であるとのことで

あった。このため，平成２６年４月１５日付け鹿児総第８号により，

ｐ３３７及びｐ３４９の「特定年月日ａ 特定時分ａ～特定時分ｂ」

を，ヒアリングが行われたと推認できる「特定年月日ａ 特定時前

後」，ｐ３５９及びｐ３６０の「特定年月日ｂ 特定時分ｃ～特定時

分ｄ」を，ヒアリングが行われたと推認できる「特定年月日ｂ 特

定時前後」と訂正した。 

     審査請求人は，当該訂正決定について，「特定時前後」と訂正して

いるが，どこから特定時前後が出てきたのか，事実に基づいて訂正

すべきであると主張している。 

     しかしながら，審査請求人は原処分により訂正された表記について，

どのような根拠に基づき事実でないと判断し，その結果どのような

表記に訂正すべきと考えているのか主張しておらず，諮問庁におい

て当該表記が事実と異なると判断できる具体的な根拠も提示してい

ない。 

     したがって，審査請求人の上記２（１）に関する主張は，理由がな

く，法２９条に基づく訂正義務を生じさせるものであるとはいえな

い。 

   イ 上記２（２）について 

     審査請求人は，個票に申立期間以前の住所地である千葉県特定市及

び東京都特定区の記載が欠けているのは非常に不自然であり，事実

に基づき追記すべきであると主張している。 

     しかしながら，個票は第三者委員会の審議資料として，申立内容，

調査結果等審議上必要な情報を記載するものであり，申立期間以前
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の申立人の居住地の情報を追記する必要があるものではない。 

     したがって，審査請求人の上記２（２）に関する主張は，理由がな

く，法２９条に基づく訂正義務を生じさせるものであるとはいえな

い。 

   ウ 上記２（３）について 

     審査請求人は，「年金記録に係る確認申立てについて（通知）」にお

ける「オンライン記録に掲載されている申立事業所における全被保

険者３人（元事業主を除く。）」という記載について，３人の被保険

者が記録されているが，元事業主の特定個人様も載っていることか

ら，事実に基づいて説明，訂正すべきであると主張している。 

     しかしながら，オンライン記録（被保険者縦覧照会回答票）には，

元事業主のほかに３人の被保険者の記録が記載されており，「オンラ

イン記録に掲載されている申立事業所における全被保険者３人（元

事業主を除く。）」という表現は事実と相違ない。 

     したがって，審査請求人の上記２（３）に関する主張は，理由がな

く，法２９条に基づく訂正義務を生じさせるものであるとはいえな

い。 

   なお，審査請求書において，審査請求人は原処分に対する不服以外のこ

とについても主張しているが，いずれも本件審査請求の対象とはならない。 

 ５ 結論 

   以上のことから，本件対象保有個人情報について，一部訂正決定とした

原処分を維持することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ①平成２６年８月１４日    諮問の受理 

   ②同日            諮問庁から理由説明書を収受 

   ③同年９月１１日       審査請求人から意見書及び資料を収受 

   ④平成２８年３月２２日    審査請求人から資料を収受 

   ⑤同年６月１６日       審議 

   ⑥同年７月１４日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件訂正請求及び原処分について 

   本件訂正請求は，審査請求人が法１２条１項に基づき開示請求を行い，

平成２６年２月２０日付け鹿児総第２号により一部開示決定された保有個

人情報のうち，別表１及び別表２に掲げる３件の文書に記録された本件対

象保有個人情報について，その一部の訂正を求めるものである。 

   処分庁は，本件訂正請求のうち，別表１に掲げる部分については，訂正

請求に理由があるとして訂正したが，別表２に掲げる部分については，訂
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正請求に理由がないとして不訂正とする原処分を行った。 

   審査請求人は，原処分について，訂正した部分も含め不服があるとして

いるが，諮問庁は，原処分を妥当としていることから，以下，本件訂正請

求部分の訂正請求対象情報該当性及び訂正の要否について検討する。 

 ２ 訂正請求対象情報該当性について 

 （１）訂正請求の対象情報について 

    訂正請求については，法２７条１項において，同項１号ないし３号に

該当する自己を本人とする保有個人情報について，その内容が事実でな

いと思料するときに行うことができると規定され，その対象は「事実」

であって，「評価・判断」には及ばないと解される。 

    また，訂正請求を行う請求者は，開示を受けた保有個人情報のうち，

①どの部分（「事実」に限る。）の表記について，②どのような根拠に基

づき当該部分が事実でないと判断し，③その結果，どのように訂正すべ

きと考えているのか等について，訂正請求を受けた処分庁が当該保有個

人情報の訂正を行うべきか否かを判断するに足る内容を，処分庁に自ら

根拠を示して明確かつ具体的に主張する必要がある。仮に，訂正請求の

請求者から明確かつ具体的な主張や根拠の提示がない場合や当該根拠を

もってしても請求者が訂正を求めている事柄が「事実でない」とは認め

られない場合には，一般的に，法２９条に規定する「訂正請求に理由が

あると認めるとき」に該当しないと解される。 

 （２）訂正請求対象情報該当性について 

   ア 本件対象保有個人情報は，上記１のとおり，審査請求人が別途，法

に基づく保有個人情報開示請求を行い，開示を受けたものであるこ

とから，法２７条１項１号に該当すると認められる。 

   イ 当審査会において，本件訂正請求部分を確認したところ，当該部分

は，ⅰ）審査請求人の年金記録に係る確認申立てに関連して，鹿児

島地方第三者委員会の調査員が，審査請求人が勤務していたとする

事業所に勤務していた者等にヒアリングを行った結果等を記載した

記録のうちヒアリング日時，ⅱ）鹿児島地方第三者委員会の審議資

料として使用された個票に記載されている審査請求人の住所地の変

遷及びⅲ）審査請求人が勤務していたと主張する事業所に係るオン

ライン記録の情報であると認められることから，いずれも法２７条

１項の訂正請求の対象となる「事実」に該当するものと認められる。 

 ３ 訂正の要否について 

 （１）文書１について 

    諮問庁の説明によれば，文書１は，鹿児島地方第三者委員会の審議資

料として，審査請求人が勤務していたと主張する事業所に勤務していた

者等に，当時の状況等についてヒアリングを行った結果をそれぞれ記載
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したものである「年金記録の確認に関する補足確認・照会等の結果」の

一部である。 

    処分庁は，本件訂正請求を受けて，同一の調査員が４人に個別にヒア

リングを行ったにもかかわらず，ヒアリング日時の重複があり，事実と

異なる内容であると推認されることから，法２９条に規定する「訂正請

求に理由があると認めるとき」に該当すると判断し，文書１に記録され

たヒアリングの時間をヒアリングが行われたと推認できる「特定時前後」

と訂正した。 

    これに対し，審査請求人は，審査請求書において，訂正された「特定

時前後」という記載について，どこから特定時前後が出てきたのか，事

実に基づいて訂正すべきであると主張するが，どのような根拠に基づき，

どのように訂正すべきと考えているのかについて主張していない。 

    したがって，「審査請求人は，当該訂正された表記について，どのよ

うな根拠に基づき事実でないと判断し，その結果どのような表記に訂正

すべきと考えているのか主張しておらず，諮問庁において当該表記が事

実と異なると判断できるだけの具体的根拠も提示していない」とする諮

問庁の説明を否定すべき根拠は見いだされず，他に当該説明を覆すに足

りる事情も認められないことから，法２９条に基づき訂正するとしたこ

とは妥当である。 

 （２）文書２について 

    処分庁は，文書２は鹿児島地方第三者委員会の審議資料として審議上

必要な情報を記載するものであり，申立期間以前の申立人の居住地の情

報を追記する必要はなく，法２９条に基づく訂正義務を生じさせるもの

ではないと説明する。 

    これに対し，審査請求人は，保有個人情報訂正請求書（以下「訂正請

求書」という。）において，文書２には，住所地の変遷で千葉県特定市

から東京都特定区までの記載が抜けていると主張する。 

    当審査会において，諮問書に添付された文書２を確認したところ，当

該文書は，鹿児島地方第三者委員会において，審査請求人の年金記録に

係る確認申立事案を審議するための資料として作成された文書であり，

審査請求人が主張する住所地の変遷は記載されていないものの，申立期

間及びその前後の期間の審査請求人の住所地が記載されていることが確

認できる。 

    諮問庁は，文書２は，鹿児島地方第三者委員会の審議資料として，申

立内容，調査結果等審議上必要な情報を記載するものであり，申立期間

以前の申立人の居住地の情報を追記する必要があるものではないと説明

するが，この説明に不自然，不合理な点はないことから，法２９条に規

定する「当該訂正請求に理由があると認めるとき」に該当するとは認め
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られない。 

 （３）文書３について 

    処分庁は，文書３の「オンライン記録に掲載されている申立事業所に

おける全被保険者３人（元事業主を除く。）」という記述について，当該

記述には事実と異なる点はなく，法２９条に基づく訂正義務を生じさせ

るものではないと説明する。 

    これに対し，審査請求人は，訂正請求書において，当該記述は事実と

違うと主張するが，どのような根拠に基づき事実と違うと判断し，どの

ように訂正すべきと考えているのかについて主張していない。 

    したがって，訂正請求を受けた処分庁が当該保有個人情報の訂正を行

うべきか否かを判断するに足る内容を，処分庁に審査請求人自ら根拠を

示して明確かつ具体的に主張しているとは認められないことから，法２

９条に規定する「当該訂正請求に理由があると認めるとき」に該当する

とは認められない。 

 （４）したがって，本件訂正請求について，その一部を訂正したことについ

ては妥当であり，その余の部分を不訂正としたことについては，法２９

条に基づく訂正義務があるとは認められない。 

 ４ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

 ５ 本件一部訂正決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象保有個人情報の訂正請求につき，その一部を

訂正し，その余の部分を不訂正とした決定について，別表１に掲げる文書

１に記録された保有個人情報について訂正したことは妥当であり，別表２

に掲げる文書２及び文書３に記録された保有個人情報について不訂正とし

たことは，当該保有個人情報は，法２９条の保有個人情報の訂正をしなけ

ればならない場合に該当するとは認められないので，妥当であると判断し

た。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表１ 

文書 

番号 
文書名 頁 訂正内容 訂正理由 

１ 年金記録の確

認に関する補

足確認・照会

等の結果 

３３７

及び３

４９ 

「特定時分ａ～

特定時分ｂ」を

「特定時前後」

に訂正 

ヒアリング日時の重複が

あり，事実と異なる内容

であると推認されるた

め。 

「 元 同 僚 」 を

「同一会社に勤

務した者」に訂

正 

必ずしも同一時期に勤務

した者でない者について

も「元同僚」という表現

を用いており，適当では

ないため。 

３５９

及び３

６０ 

「特定時分ｃ～

特定時分ｄ」を

「特定時前後」

に訂正 

ヒアリング日時の重複が

あり，事実と異なる内容

であると推認されるた

め。 

 

別表２ 

文書 

番号 
文書名 頁 

不訂正とした 

部分 
理  由 

２ 個票 ３８０ 「 住 所 地 の 変

遷」欄 

個票は鹿児島地方第三者

委員会の審議資料として

審議上必要な情報を記載

するものであり，申立期

間以前の申立人の居住地

の情報を追記する必要は

なく，法２９条に基づく

訂正義務を生じさせるも

のではないため。 

３ 年金記録確認

に係る確認申

立てについて

（通知） 

３８９ オンライン記録

に掲載されてい

る申立事業所に

おける全被保険

者３人（元事業

主を除く。） 

当該記述には事実と異な

る点はなく，法２９条に

基づく訂正義務を生じさ

せるものではないため。 

 




